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日頃より、当施設の運営に御理解賜り、誠にありがとうございます。 
当施設を含む国立青少年教育施設の運営は、国からの運営費交付金と施設を利用される方々か

ら頂く施設使用料等の自己収入により成り立っていますが、運営費交付金につきましては、国の

厳しい財政事情から、毎年、削減されてきているところです。 
このような状況の中で、今後の国立青少年教育施設の在り方を検討するため、文部科学省に「国

立青少年教育施設の在り方に関する検討会」が設置され、平成２３年２月にその検討結果が取り

まとめられました。 
この中では、自己収入の増加について、「青少年等の施設利用料については引き続き無料とする

ことが望まれる」とされたものの「一般利用者については、自己収入を増加し、より効率化した

管理運営を行う観点から、ある程度の施設利用料の引き上げはやむを得ない」とされております。 
各施設においては、利用者の方々の負担を増やすことなく、経費の節減等に努めて参りました

が、先の検討会の検討結果を踏まえ、全国に 27 施設ある国立青少年教育施設について、一般利
用に係る現在の施設使用料金を改定することといたしました。 
現行料金については、光熱水料・燃料費の実費相当として設定している金額ですが、設定当初

から各種料金が値上がりしていること、今後とも利用者サービスの維持・向上に努めていくため、

施設維持管理に係る実費相当分についてもご負担頂くこととしました。 
何卒、趣旨を御理解のうえ御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
 
○ 改定内容 
 
改 定 額：一般利用に係る施設使用料 

現行 ２５０円 → 改定後 ８００円 
改定時期：平成２４年７月１日 

（平成２４年７月１日以降の利用より改定後の料金を適用） 
 

以上 


